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えびの市教育委員会 

令和７年度 第９回 定例会 会議録 

 

1. 日 時  令和 7年 12月 19日 金曜日 午前 9時から午前 10時 30分まで 

    

2. 場 所  学校教育課 会議室 

    

3. 出席委員  永山 新一 教育長  貴嶋 俊介 委員（教育長職務代理者）   

御手洗 英次 委員  小倉 真里子 委員  森髙 尚子 委員 

    

4. 欠席委員  なし 

    

5. 

 

会 議 録 

署名委員 

 

 小倉 真里子 委員 

6. 事 務 局  学校教育課 課長 谷元 靖彦 

学校教育課 課長補佐兼総務係長 後藤 富美恵 

学校教育課 主幹 由浅 公章 

社会教育課 課長 西峯 由美 

社会教育課 課長補佐兼文化係長 下東 嘉也 

 

    

7. 次 第  1．会議録署名委員の決定について 

 

2．会議録の承認について 

(1) えびの市教育委員会令和 7年度第 8回定例会会議録 

 

3．教育長及び教育委員からの報告・提案事項について 

 

4．議事 

(1) 議案第２０号 えびの市立学校管理規則の一部改正について 

(2) 議案第２１号 えびの市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例施行規則の廃止について 

 

5．教育委員会事務局からの報告・事務連絡 
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開会 午前9時 

 

○教育長 ただ今から、えびの市教育委員会 令和7年度第9回定例会を始めます。会議録署名委員の承認

について、えびの市教育委員会会議規則第17条第1項の規定により、本日の会議の会議録署名委員を、小

倉真里子委員にお願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

 

○出席委員 はい。 

 

○教育長 続いて、令和7年度第8回定例会の会議録の承認について、学校教育課長から概要の朗読をお願

いします。 

 

○学校教育課長 （えびの市教育委員会 令和7年度第8回定例会会議録の概要朗読） 

 

○教育長 会議録について何かご質問等はないですか。 

 

○御手洗委員 （発言者の誤り１箇所と誤字1箇所を指摘） 

 

○学校教育課長 ありがとうございます。ご指摘のとおりです。修正いたします。 

 

○教育長 他にないようでしたら、承認してよろしいですか。 

 

○教育委員 はい。 

 

○教育長 会議録は承認されました。続いて教育長・教育委員からの報告提案事項として何かあればお願い

します。 

  

○小倉委員 報告ですが、12月 14日日曜日午後 2時より市文化センターホールで「えびので第九を歌う会

第13回公演」を開催しました。入場者数は454名、公演は2部構成で、第1部はミュージカルのハイライ

トシーンを、指揮者、ソリスト始め、主に市民、少年少女合唱団、エレクトーン奏者、打楽器奏者など約

70名が出演しました。演出に工夫がこらされ、会場全体が大いに盛り上がる舞台となりました。第2部で

は、毎年恒例となっている「ベートーヴェン作曲交響曲第９番第４楽章 歓喜の歌」を演奏しました。中

学2年生から92歳まで、北海道からの参加もあり、約90名が声高らかに力強く歌い上げ、観客、演奏者

ともに非常に盛り上がる充実したコンサートとなりました。嬉しいことに今回出演した子供たちが中学生

になったら第九を歌いたいと言ってくれました。 

一方で、今回の公演において、舞台階段を踏み外して負傷された方、リハーサル中に貧血を起こされた

方、練習中に倒れられた方などがいらっしゃいました。団員の高齢化も進んでいますが、年齢にかかわら

ずひな壇の5段目、一番高いところで貧血など起こされた場合、転落する重大事故や命の危険に繋がる可

能性があることを改めて認識しました。リハーサル、本番については、参加者全員が保険に加入していま
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すが、今後は一層の安全対策について行政の皆さんとも協議しながら進めていきたいと考えております。 

また、ヒカリテラスも盛り上がっていて良かったと思います。 

 

○教育長 お疲れ様でした。年齢を越えて92歳の方まで、非常にいい雰囲気で笑顔も出るし、和気あいあい

とした感じで、市民参加型の取組にプロが一緒に入っていただいて、いい第九だったと思います。来年も

また今回と同じぐらいの人数が入っていただけるのではないかと思いました。 

 

○御手洗委員 第九については、年々公演が素晴らしくなっていて、市長も言われたように、第九を見ない

と年が越せないというほどの恒例行事で、大変でしょうけれども、ぜひ来年以降も、えびのを盛り上げて

続けていただきたいと思います。 

  私からは２点、中学校の修学旅行について、先日、中学の修学旅行の様子のホームページを見て、１泊

目がカーフェリーで泊まるようです。聞いてみるとやっぱり修学旅行費を抑えるために、１泊目はカーフ

ェリーに泊まるという学校が多いみたいですが、修学旅行費について、やはり年々高くなっているのかど

うか、学校によって差があるのかどうか、そういった状況を教えていただければと思います。 

もう一点は小規模特認校制度のことですけど、応募状況がどうなっているのか、岡元小学校で保護者の

面談を行うということを聞いていたのですが、面談の様子はどうだったかというところを教えていただけ

ればと思います。 

 

○学校教育課主幹 小規模特認校の応募状況は、今のところはゼロです。保護者との面談については、現在、

校区外で岡元小学校に在籍する児童、母親に関しては特認校を希望するということの確認ができています。

そのための要件等も含めて学校と保護者とで話をしていただいています。 

  他の児童の保護者についても面談されていて、いずれも校区外で真幸小学校を希望されています。 

 

○御手洗委員 広報紙などでの周知はされていないのでしょうか。 

 

○学校教育課主幹 幼稚園の保護者等へはビラを渡してお知らせしている。あとはホームページへの掲載も

しています。 

 

○学校教育課長補佐 それでは、修学旅行の費用に関してですが、今年度は既に全ての中学校は実施済みで

す。費用について飯野中が7万4,238円で最も安く、その次が上江中7万6,538円、その次が真幸中7万

7,439円、加久藤中が7万9,000円となっています。（各校の行程を説明） 

人数が少ない学校は、やはり割高になるという面があります。 

 

○教育長 バスの台数にもよるため、学校間で合同でスケジュール合わせてどうですかと提案もしましたが、

そうすると現在よりも高くなる学校もあり、非常に難しいです。 

 

○御手洗委員 スケジュールを合わせるというのは難しいでしょうけど、えびの市内の中学校で、その１日

目の行程、２日目の行程を合わせて、一緒に競争見積りのようなことができないものかと思いもしました。 
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○教育長 校長会で、去年も今年も話題にしていただいて協議もしてもらいましたが、やはり学校によって

は今よりも高くなるということで、合同での実施には至らないところです。以前の３泊４日を２泊３日に

されたのですが、３泊４日のときは６万から６万5,000円ぐらいでした。今は何かと値上がりしており厳

しい状況です。 

 

○学校教育課長補佐 就学援助での補助が、今年度は約６万円です。時期によっても、夏場に行かれる学校、

秋口に行かれる学校でも違ってきます。 

 

○教育長 他の費用など含めると足りないですね。 

 

○学校教育課長補佐 私達が子どもの頃は、１年生のときから定期的にお金を積み立てるような形で納めて

いましたね。 

 

○学校教育課主幹 今は、そういったことは全て業者がしており、学校はタッチしないことになっています。 

 

○御手洗委員 負担が大きい感じはしますね。ありがとうございました。 

 

○教育長 それでは、他の委員、お願いします。 

 

○森髙委員 私も第九を観劇させていただいて、一番印象に残ったのが、小学生の子どもさんたちがすごく

楽しそうな笑顔で、自信に満ちた顔で踊って歌っている様子で、素晴らしい経験をされているし、そうい

う機会を作っていらっしゃるんだなということで、とても感動いたしました。 

報告が１点、12月６日に飯野小中、高校の門松づくりが行われています。私は飯野中学校の門松づくり

に役員ＯＢとして参加させていただきました。どちらもＰＴＡの皆さんが、朝早くから竹を切りに行かれ

て、中学校に関しては校長先生も早朝から山へ竹切りに参加されていました。30名ぐらいの部活動生が参

加をされて、大人の皆さんが指導をしながら、一所懸命されていました。ＯＢとして炊き出しを準備させ

ていただいたのですが、人数的なことも考慮しながら、様子を見て後から作る予定だった焼きそばも、最

終的には全部作ったのですが、皆さん、たくさん食べていただきました。本当にいい雰囲気で、立派な門

松ができて、後で、飯野高校と飯野小学校も回って見せていただきましたが、どちらも本当にすごく立派

なものができていました。同じ日に小中高で取り組んで、残念ながら小学校はインフルエンザが流行って

いて打ち上げには参加されていないのですが、飯野高校の校長先生が「同じ地区の小中高で一緒にこうい

うことをするのは他にないと思う」と感動しておられたのが印象的でした。今後も続いていくと思います

し、門松を作るということを体験する子供たちにもすごくいいことだと思いました。 

 

○教育長 ありがとうございます。門松は全ての小中学校で作りますね。 

 

○学校教育課長 児童も参加して作るのは、いい取組ですね。 
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○教育長 飯野小は、門が三つあって、三つとも門松を置いているようで、気配りを感じました。 

他には、ヒカリテラスのイルミネーション点灯式も非常に盛り上がったのですが、その準備を実行委員

の方々が社会教育課の皆さんも含めて非常に大変な中で準備をしていただいた中で、感動したのは、飯野

高校生数名と加久藤中、飯野中の生徒がボランティアをしてくれていて、非常に良かったと、実行委員長

がおっしゃっていました。こういう取組に子供たちが自分たちで一緒に協力をした感があるということは

家族も来られるし、非常にいいなと思ったところです。併せて、あそこに飾ってあるものはほとんど手作

りです。子供たちや地域の皆さんが参画しているイルミネーションだと思ったところです。お時間があれ

ば１月の12日までですが、見に行っていただけるとありがたいなと思います。 

それと、「手話フェス」が県内３箇所の会場で、一つが飯野高校であったのですが非常に良かったという

ことで、課長が参加されていますが、感想はいかがだったでしょう。 

 

○学校教育課長 やはり飯野高校生が一緒にやってくれるとかなり盛り上がります。一般の観客というのは

少なかったところはありますが、初めて手話に触れる人も色々なブースで楽しんでいらっしゃいましたし、

まずは、こういったことに係る方、いわゆる関係者を増やしていかないといけないのかなと思ったところ

でした。 

 

○御手洗委員 この手話フェスは県の取組と聞いていますが、同日に、県知事がまた川内川の何か記念式典

にも、あとオーガニックにも行ってらっしゃる。県知事が県主催の手話フェスにも行ってくださればと思

ったところです。 

 

○学校教育課長 手話フェスの主催は県聴覚障害者協会ではありますが、せっかく隣の体育館までは来られ

ていらっしゃるからですね。 

 

○御手洗委員 障害を持った方も集まっていますし、ちょっと覗いて見てもらって、お顔を見せていただく

とよかったのでしょうが。ありがとうございます。 

 

○教育長  私の方から、飯野小学校のＰＴＡが社会教育課関係で、優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰として表

彰を受けることになりました。プレスリリースがまだ少し後になりますが、皆様には報告をさせていただ

きます。非常に名誉ある賞だと思います。２月６日に表彰式がございます。広報等でも伝達ができるので

はないかなと思います。 

それとインフルエンザ関係で報告です。インフルエンザの報道が12月５日に宮日でも出て、警報みたい

な形でアナウンスされていますが、この記事の中で、県教育委員会のスポーツ振興課の発表として、４日

時点でえびの市の小学校１校が学校閉鎖、臨時休業しましたが、結局ここあたりから県内全域でインフル

エンザが猛威を振るっている状況になっているようです。宮崎市内などでもかなり学級学年閉鎖等が続い

ているようです。特に修学旅行先でインフルエンザに感染している状況もあるようです。えびの市内も結

構広がったということでご報告をさせていただきます。 

それからこの前の校長会でのメッセージを渡してあります。校長会があったその日が議会日程と重なり、

行くことができずにメッセージということで校長先生方にお伝えした内容です。「命について考える日」と
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いうことで、校長先生方にもお伝えしておきたかったことが２点ありました。１点目は加久藤橋での交通

事故に関して、私自身が命について考える日として７月 26 日と 11月 27 日なのですが、そのような日を

自分は意識していますというお話です。年月が経つと校長先生方もこの交通事故があったということも知

らない校長先生方がいらっしゃいますので、機会を捉えてお伝えをさせていただいたところです。 

２点目は、自分自身教育長を拝命して、その後現職の先生が亡くなったのが宮本俊郎先生でした。再任

用ではございましたが、えびの市内のいろんな学校で教頭職も務められておられましたので、非常に子ど

もたちに愛情を持って接していただいた先生で、この先生の思いというのは、私もしっかり引き継いでい

かないといけないと思っておりまして、今年も 12 月２日にご自宅にお伺いして線香をあげさせてもらっ

たところです。この先生から習った子どもたちが今６年生になったりしてるということを聞きまして非常

に嬉しくなったのですが、子どもたちと繋がった先生方の人生というのは非常にいいなとも思いました。

そういう意味で、この二つの命の違いはありますけど、先生方に伝えようということでこれをお渡しした

ところでした。皆さんとも共有させていただきます。 

 校長先生たちにも伝えないと、新しく来られた先生はやはりご存じないのです。交通安全という意識を

高める上でも、しっかり引き継いでいきたいと思っております。 

それから学校給食についてですが、他の自治体で異物混入の報道等もありますが、えびの市でも細心の

注意を払って対応していただいております。その中で子どもたちが、給食を作っている先生方への感謝の

気持ちを伝えるという場面が給食感謝祭などあるのですが、今回は上江小中学校の生徒がその感謝の気持

ちを伝えたいということで、メッセージ動画を作ってくれています。その一部を今日は紹介させていただ

きたいと思います。後ろのモニターを見ていただければありがたいです。これは３年生の内容です。 

（動画視聴） 

ほんの一部でしたが、学年ごとに作ってセンターの方に伝えられたということです。子どもたちの顔、

あんな感じで、よく作っていますよね。 

 

○学校教育課長 Canvaで作っていますね。 

 

○学校教育課長補佐 自分たちでタブレットを使って動画を撮っていますね。 

 

○教育長 手作りで頑張っていていいですね。私からは以上です。他に委員さんからはないでしょうか。 

なければ議事に入りたいと思います。議案第20号「えびの市立学校管理規則の一部改正について」を議

題といたします。学校教育課より説明をお願いします。 

 

○学校教育課長補佐 前回の定例会でお話ししましたが、今回管理規則で入学式の日程を定めている規定に

ついて、４月12日までというところを４月13日までに改正するものです。入学式の実施期日の選択の幅

を広げて児童生徒及び保護者の出席に配慮できるようにするためです。よろしくお願いします。 

 

○教育長 入学式の期日についての管理規則の改正でございます。ご質問等ございませんか。 

 

○貴嶋委員 これはずっと4月13日で通していくということですか。 
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○学校教育課長補佐 13日までに実施することです。 

 

○御手洗委員 令和 8 年度が 13 日になって、それ以降はまた高校との兼ね合いを考慮してということです

かね。 

 

○学校教育課主幹 はい。高校は基本的に決まっていますので。 

 

○教育長 重ならない方がやっぱりいいと思います。質問がなければ承認してよろしいでしょうか。 

 

○委員一同 はい。 

 

○教育長 ありがとうございます。第20号「えびの市立学校管理規則の一部改正について」は承認されまし

た。ここで規則改正を踏まえて小中学校の入学式について日程の決定をさせていただきたいと思います。

前回お諮りしましたが、今回、規則改正の承認を得ましたので、小学校の入学式を４月13日月曜日、中学

校については４月９日木曜日、この２日間で決定ということでよろしいでしょうか。 

 

○委員一同 はい。 

 

○教育長 ありがとうございます。それでは令和８年度小中学校入学式については、中学校が４月９日木曜

日、小学校が４月13日月曜日ということで決定しました。よろしくお願いします。 

続きまして議案第21号「えびの市教育委員会、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施

行規則の廃止について」を議題といたします。学校教育課より説明をお願いします。 

 

○学校教育課長補佐 はい、提案理由を読み上げます。えびの市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例第６条で委任する規則に関して、市長部局で定める規則と統合するため、えびの市教育委員会

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則を廃止することについて議決をお願いい

たします。 

 

○教育長 何かご質問ございませんか。 

 

○貴嶋委員 この「えびの市教育委員会個人番号」というのはどういうものですか。 

 

○学校教育課長 個人番号の取り扱いについて、条例で定めなければならないところで、えびの市としては、

えびの市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例というのを定めています。条例に定めたこ

との細かい部分を定めるのが規則なのですが、その規則が今、市長部局の方と教育委員会部局の方と２本

あります。ただ元の条例は１本ですので、基本的には１本の規則でいいということで、統合してこちらを

廃止するというものです。 
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○貴嶋委員 この個人番号は、誰に付与されているものだったのですか。  

 

○学校教育課長 マイナンバーのことです。マイナンバーを取り扱う事務等は、このように条例、規則にち

きちんと定めなさいということがあります。 

教育委員会がマイナンバーを使うときの定めについて、条例が１本で、教育委員会の部分を含めて定め

ていて、規則だけが教育委員会の部分と市長部局の部分と２本で規定しているものを、条例自体が教育委

員会事務も含んでいるので、規則についても１本で取り扱うものです。 

 

○教育長 皆さんよろしいでしょうか。質問がなければ、承認してよろしいでしょうか。 

 

○委員一同 はい。 

 

○教育長 ありがとうございます。議案第21号「えびの市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例施行規則の廃止について」は承認されました。 

以上で議事を終了いたします。続いて事務局から報告事務連絡をお願いします。議会関係の報告もあり

ますかね。 

 

○社会教育課長 一般質問の社会教育課分は２人、川野議員と末原議員で、川野議員はスポーツ振興面で、

防災機能を備えた屋内多目的室、施設の設置に関しての市長の考えについてです。末原議員は、王子原多

目的広場にある仮設トイレを福祉トイレの設置をしていただけないかというご質問・要望でした。YouTube

でもご覧いただけます。多目的広場にある仮設トイレは、元々あったトイレを、その野球場側に移したこ

とで、少し距離が生じたために、利用者に配慮して設置しているものです。そこをきちんと管理して使っ

ていただけると助かりますといった内容で答弁しました。 

 

○学校教育課長 学校教育課関係では、本田議員がえびの市民歌の認知度を踏まえ、そういったところを小

中学校で教えるべきではないかというようなお尋ねでございました。市民自体がなかなか知らないという

ことで、子どものうちからぜひ教えてほしいというようなことがございました。こちらについては教える

というよりも市民歌に触れる機会を増やせればということで、小学校の社会科副読本の中に歌詞等を入れ

ることを検討しているといった答弁をしております。地域の資源とか、歴史とかに係る歌詞がございます

ので、地元を知るという意味での一定の取組を進めていくということの答弁です。 

本田議員は、低所得世帯に対する入学時の経済的負担が大きくなっているということを市民の方からご

意見があったということで、どういった支援があるのかという質問がございました。低所得世帯に対する

支援としては、生活保護の世帯には福祉課の方で入学準備の援助がございます。こども課の方でも一人親

世帯に１万円の支援金があるということ。教育委員会としては就学援助の中で、先ほど修学旅行のことも

ございましたが、入学時の学習学用品費の支援があります。それが今年度は５万6000円ぐらいですが、こ

れは国の基準に準じて設定しておりまして、来年度から９万円ぐらいに国が上げますので、市のほうでも

その方向で予算等はお願いしていきたいというふうに考えております。 
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小宮議員からは、学校における盗撮などの報道が増えている状況に関して、市での取組であったり、対

策であったりについてご質問がございました。教育長から、学校でしっかりと取り組んでいることと、だ

からといって決して遠いよその話ではなく、身近でも大変危険性をはらんでいるという認識のもの、重要

な課題であると捉えているという答弁をされました。小宮議員は、自撮りをしたときにそれがわいせつ画

像であることなどをＡＩが判断してこれは危険な画像ですよということを本人や保護者、管理者の方に通

知するというアプリがあるのですが、その紹介と普及を検討すべきというような趣旨の質問でした。こち

らについては、その有効性等も含めて、注視していきますという答弁をしたところです。 

 

○教育長 ありがとうございます。議会関係は以上でよろしいですか。それでは社会教育課から報告事項や

連絡等ございましたらお願いします。 

 

○社会教育課長 はい。まず明日午後からの教育フォーラムの開催についてでございますけれども、内容に

ついてはチラシを確認いただきたいと思います。お忙しい中ではございますが、出席の方よろしくお願い

いたします。 

 

○教育長 教育委員の皆さんは来賓席がございます。集合場所と、他の確認はしなくていいですか。 

 

○学校教育課主幹 受付をしていただいた後にそのまま座席の方に案内させていただきます。来賓席等は固

定の４名以外はフリーで座っていただこうと思っておりますので、このどこかに座っていただけたらと思

っております。 

 

○社会教育課長 すいません。もう1枚、赤いチラシになりますけれども、クリスマスロビーコンサートに

ついてです。12月 21日日曜日午後６時から文化センターで開催されます。内容はこのチラシのとおりと

なっております。団体が４団体で、一般の方が２団体です。あと浜崎奈津子さんと莉杏という宮崎の方の

コンサートがありまして、同時にヒカリテラスによる夜カフェでホットドリンクの振る舞いもありますの

で、ぜひイルミネーションを眺めながらのコンサートに、どうぞお越しください。 

それと成人式について、１月５日月曜日午前10時から開催いたします。年明け早々ですが、出席される

方はどうぞよろしくお願いいたします。現時点で対象者が198名。これは自衛隊の方や、あと日章学園九

州国際高校の生徒さんも対象者に入っております。対しまして出席者が131名となっております。今回も

昨年同様、実行委員会が行う抽選会の景品は市内の企業からいただいたものとなっておりまして、昨年は

９社の協賛でしたが、今年度は11社の協賛をいただいております。 

また、市町村対抗駅伝競走大会についてです。１月12日月曜日祝日になりますが、県総合運動公園で開

催されます。11月、12月に選考会を開催し、監督、コーチ、選手22名の25名が出場予定です。結団式が

12月13日火曜日に開催で、解団式は大会終了後に会場で行うこととしております。 

それと、宮崎県女子駅伝競走大会について、１月25日日曜日に日南市で開催されます。今年度はえびの

市単独チーム「道の駅えびの」として出場します。今回、監督が教育長になります。コーチが飯野高校の

川野先生です。選手10名の計12名、中学生が４名、高校生が３名、一般の方が３名です。１月19日月曜

日にはJAみやざきえびの市地区本部主催の激励会か開催される予定となっております。 
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もう1点、南九州駅伝競走大会についてです。２月１日日曜日に開催されます。えびの市をスタートし

まして小林、高原を通り都城市がゴールとなります。昨年同様えびの市からは「道の駅えびの」が出場い

たします。県女子駅伝と合わせて1月19日にJAえびの市地区本部主催の激励会が開催される予定となっ

ております。今回この県女子駅伝と南九州駅伝競走大会に際しまして、ＪＡの方でユニフォームを新調し

ていただきました。イメージカラーが緑ということで、緑色のユニフォームになっております。みなさん

応援の方よろしくお願いいたします。 

 

○教育長 もしよければ日南まで応援に来てください。 

 

○御手洗委員 スタートは何時ですか。 

 

○社会教育課長 県女子駅伝が日南運動公園を10時30分スタートで、６区間走ります。 

 

○御手洗委員 市町村は何時ですか。 

 

○社会教育課長 市町村は10時スタートです。運動公園です。 

 

○御手洗委員 応援しやすくなっていますね。 

 

○教育長 スタンドからずっと大体見られます。今回残念だったのが、小林高校でエース級になってる赤崎

くんが市町村対抗駅伝に走ってくれることを夢見ていたのですが、県の都道府県対抗に選ばれてしまいま

して、またしても、えびのチームで走れないんですよね。 

 

○社会教育課長 ただ南九州駅伝で１、２区を赤﨑くんと甲斐くんが走ってもらえないかと、そこで出した

いということで小林高校の方から話もいただいています。 

 

○教育長 嬉しい話です。高校駅伝は１区か３区かで、エースの２人のどちらかでしょう。県女子駅伝は、

下田平さんにもお願いしたんですが、合宿か何かで出場できないとの連絡がありました。彼女が出てくれ

たら盛り上がったでしょう。仕方ないです。 

いろんなイベントがありますが、成人式の今回のパンフレットは入江真理子さんがデザインをしてくだ

さったものです。今までのものがこれなのですが、私がえびのに来てからのものです。デザインを今回は

紫色、市民歌も確実にここに載っていて、いい感じですね。 

 

○社会教育課長 映像と一緒に生の演奏をしてくださる小倉里恵さんも毎年盛り上げていただいております。 

 

○教育長 ありがとうございます。それでは学校教育課の方からお願いします。 

 

○学校教育課長補佐 お手元に二つお配りしています。前回、前々回に見ていただいている６年度の事業に
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対しての評価を宮大の遠藤先生の方にいただきました。最後のページに書いていただいております。今後

の教育委員会の活動に期待していますということです。また議会の方にもお配りしようと考えております

ので、皆さんにもお配りします。 

それと、規模適正化検討委員会の中で実施しましたアンケートの結果についてです。結果については見

ていただければわかると思いますが、2,000人を対象にお配りして、47.1%の1,000件ちょっとの回答数で

した。教育に関する学校に関する思いなどで、いろんな意見があるところです。 

 

○教育長 厳しい意見もあると思いますが、共有しておきたいものはありますか。 

 

○学校教育課長補佐 第１回の検討委員会の会議の中では、もう3年ほど4，5，6，7年に検討調査を行って

て次のステップに入るべきではないかというところで、２回目のこのアンケートを受けて、次年度、審議

会みたいな形で立ち上げて、方向性、または方針、計画の方を進めていくということで、委員の方にもこ

れをもってお知らせして、ご意見いただいているところであります。 

 

○教育長 結構、統廃合についての意見はありますね。どこをどうしてみたいな具体的な。 

 

○学校教育課長補佐 飯野にとか、飯野と加久藤の２つとか、それぞれいろんなご意見です。地域から学校

がなくなるのは寂しいとか、子どもがいないからわからない、学校が古いとか、体育館にとか、いろいろ

なご意見、部活動のことのご意見もあります。 

 

○教育長 ヘルメットのこともですね。 

 

○学校教育課長補佐 ヘルメットはもういいのではないかという意見は、いつも夏場は聞くのですが、今回

小学校でお子さんが事故に遭われた際にヘルメットをかぶっていたので軽傷で済んだということもあり、

その小学校では徹底してゴム紐を締めるようにといご指導もいただいておるところです。 

 

○教育長 ありがとうございます。今後、教育委員会の中でもこれの内容とかをご提案いただいたりしてい

ただけるとまたありがたいなと思います。 

 

○学校教育課長補佐 次年度は地域の方のご意見もいただきながらというところで、教育委員さんのお力も

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○御手洗委員 これについては、審議会みたいになってくるっていうことですね。審議会の委員については

幼稚園とか低学年の保護者が入るような形が望ましいですね。 

 

○教育長 配慮が必要ですね。 

基本的には再編計画なのか、整備計画なのか、そういったものが出来上がっていくのかと思いますので、

いろんな地域でもそういう流れでされてるようなので、また地域の情報も取り入れながら進めていきたい
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と思います。他にありますか。 

 

○学校教育課長 11月 26日に県教育委員会との意見交換会があり、それぞれ参加いただきました。ざっく

ばらんな形でテーマに沿って、協議をいただいて、今後の対応等について、ご意見をまとめられたような

ワークショップ的な感じでした。 

あと次回の定例会、その県教委との意見交換の後に、社会教育委員さんとの意見交換、そういった場が

あっていいのではないかといったご意見もあったようです。 

 

○社会教育課長 実はうちの方もそういう話が出ておりまして、高原か小林だったのか、教育委員会を傍聴

した後、その後意見交換会をされているようでした。 

 

○学校教育課長 できれば同じような形で教育委員会を傍聴していただいて、その日に意見交換をと思って

いて、次回のこの教育委員会の日程について、社会教育のそちらの方とも日程調整が必要かと思っていま

す。 

 

○教育長 いいことだと思います。この前の社会教育委員の西諸大会の研修会の折にも、そこをおっしゃっ

ていました。教育委員さんとの交流というか意見交換する中で、お互いの教育という地域をしっかり支え

るという意味では同じ歩調でいた方がいいということで。非常に効果があるのではないかと、私も共感で

きますので、ぜひできればありがたいなと思います。 

 

○社会教育課長 社会教育委員さん全体でも一度そこを協議した方がいいかと思います。それが2月になる

かと思います。 

 

○教育長 全部で10名ですね。委員長さんと話をして、委員さんにはメールや電話でも確認をして、傍聴と

あわせて意見交換、さらには懇親会もしたいと、そういったことで対応できればと思います。 

 

○学校教育課長 どちらにせよ１月ではなくて２月。１月の教育委員会の日程のときに調整させてもらいま

す。それでは１月の定例会はまた別途、その機会としてではなくて通常の形で組ませていただきたいと思

いますがいかがでしょう。 

 

○委員、職員 各自スケジュール確認 

 

○学校教育課長 １月16日金曜日の午前9時からでよろしいでしょうか。 

 

○委員一同 はい。 

 

○教育長 それでは以上をもちまして、えびの市教育委員会令和7年度第９回定例会を閉会いたします。

ありがとうございました。 
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閉会 午前10時25分 

 

 

えびの市教育委員会 令和7年度 第9回 定例会の会議内容に相違ないことを証明する。 

 

  

令和  年  月  日 

 

  教 育 長               

 

  教育委員               

 

 

 



 

 


